
件
名 最

終
指
定
親
会
社
が
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め

る
大
口
信
用
供
与
等
に
係
る
健
全
性
の
状
況
を
表
示
す
る
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

 
 



1 

 

○
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
最
終
指
定
親
会

社
が
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
大
口
信
用
供
与

等
に
係
る
健
全
性
の
状
況
を
表
示
す
る
基
準
を
定
め
る
件
（
令
和
五
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

令
和
五
年 

 

月 
 

 
日 

金
融
庁
長
官 

栗
田 

照
久 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
最
終
指
定
親
会
社
に
係
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
基
準

） 

（
最
終
指
定
親
会
社
に
係
る
同
一
人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
基
準

） 

第
一
条 

金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の

十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
最
終
指
定
親
会
社
（
法
第
五
十
七
条

の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
最
終
指
定
親
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
が
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
（
法
第
五
十
七
条
の

二
第
九
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
）
の
経
営
の
健
全
性
を
判

断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
大
口
信
用
供
与
等
に
係
る
健
全
性

の
状
況
を
表
示
す
る
基
準
は
、
最
終
指
定
親
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等

（
当
該
最
終
指
定
親
会
社
の
子
会
社
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
四
項
に

規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
当

該
最
終
指
定
親
会
社
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
を
い
う
。
第
三
条
第
四

項
第
一
号
ロ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
同
一
人
（
当
該
同
一
人
と
特

殊
の
関
係
の
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
信
用
の
供
与

等
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
信
用
の
供
与
等
の
区
分
ご
と

に
、
合
算
し
て
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己

資
本
の
純
合
計
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下

「
最
終
指
定
親
会
社
に
係
る
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
以
下

と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
の
供
与
等
を
受
け
て
い
る
者
が
合
併
を
し
、

共
同
新
設
分
割
（
二
以
上
の
株
式
会
社
又
は
合
同
会
社
が
共
同
し
て
す

る
新
設
分
割
を
い
う
。
）
若
し
く
は
吸
収
分
割
を
し
、
又
は
事
業
を
譲

り
受
け
た
こ
と
に
よ
り
最
終
指
定
親
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等
の
同
一

人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
が
合
算
し
て
最
終
指
定
親
会
社
に
係

る
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
一
条 

金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の

十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
最
終
指
定
親
会
社
（
法
第
五
十
七
条

の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
最
終
指
定
親
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
が
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
（
法
第
五
十
七
条
の

二
第
九
項
に
規
定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
）
の
経
営
の
健
全
性
を
判

断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
定
め
る
大
口
信
用
供
与
等
に
係
る
健
全
性

の
状
況
を
表
示
す
る
基
準
は
、
最
終
指
定
親
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等

（
当
該
最
終
指
定
親
会
社
の
子
会
社
（
法
第
二
十
九
条
の
四
第
四
項
に

規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
当

該
最
終
指
定
親
会
社
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
を
い
う
。
第
三
条
第
四

項
第
一
号
ロ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
同
一
人
（
当
該
同
一
人
と
特

殊
の
関
係
の
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
信
用
の
供
与

等
の
額
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
信
用
の
供
与
等
の
区
分
ご
と

に
、
合
算
し
て
、
当
該
最
終
指
定
親
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己

資
本
の
純
合
計
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下

「
最
終
指
定
親
会
社
に
係
る
信
用
供
与
等
限
度
額
」
と
い
う
。
）
以
下

と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
の
供
与
等
を
受
け
て
い
る
者
が
合
併
を
し
、

共
同
新
設
分
割
（
二
以
上
の
株
式
会
社
又
は
合
同
会
社
が
共
同
し
て
す

る
新
設
分
割
を
い
う
。
）
若
し
く
は
吸
収
分
割
を
し
、
又
は
営
業
を
譲

り
受
け
た
こ
と
に
よ
り
最
終
指
定
親
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
等
の
同
一

人
に
対
す
る
信
用
の
供
与
等
の
額
が
合
算
し
て
最
終
指
定
親
会
社
に
係

る
信
用
供
与
等
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
金
融
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



 

3 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

［
２
～
４ 

略
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

備
考 
表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


